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子会社（株式会社メリト）の会社分割（新設分割）及び商号の変更に関するお知らせ 

 

 平成 19 年 1 月 15 日開催の当社の取締役会において、連結子会社である株式会社メリト（以下、「現メリト」

という。）の会社分割（分社型新設分割）に関し、下記の通り承認決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 

 

 

１．会社分割の目的 

当社の連結子会社である「現メリト」は、経理・事務スタッフを中心とした人材派遣事業などの人材事業とポスティ

ングやその他の媒体等のメディアミックスで情報を提供する広告関連事業（ＳＰＣ事業）を展開しており、昨年4月に

当社の完全子会社となりました。 

 平成 19 年 1 月 11 日開催の株式会社メリトの取締役会において、当社の取締役会の承認を得ることを条件

に、「現メリト」が営む人材事業を会社分割し、新設する株式会社メリト「以下、「新メリト」という。」に同

事業を承継し、「現メリト」は、新設会社の社名を「株式会社メリト」とするため、本店を大阪府大阪市浪速

区幸町二丁目 7 番 3 号に移転し、平成 19 年 4 月 1 日付（予定）で、「現メリト」の社名を株式会社エスピー

シー(予定)とすることについて決定いたしました。 

このたびの会社分割は、「現メリト」がＳＰＣ事業に、「新メリト」が人材事業に集中することにより、事業の特長を

より一層明確にし事業展開を図ることで事業の効率化を推進すること、また、会社分割による組織再編により、事

業領域の特色に適合した経営戦略を迅速に展開し、事業の成長を促すことによる収益力の拡大、事業分野ごとの

業績の明確にすることを主たる目的としております。 

主要営業地域の関西地区において、経理・オフィス事務の専門スタッフ派遣事業を株式会社メリトの商号で営ん

できたこともあり、人材事業の企業名としてクライアント・取引先ご愛顧いただいていることから、人材事業を承継

する「新メリト」の社名を株式会社メリトとし、ＳＰＣ事業に特化する「現メリト」の社名を、株式会社エスピーシーとす

ることにいたしました。なお、「新メリト」の人材事業に関連した認可が完了するまでは、一般労働者派遣事業及び

有料職業紹介事業については「現メリト」が行い、「現メリト」の株式会社エスピーシーへの社名変更登記は、平成

19 年 4 月 1 日付で予定しております。 

 

２．会社分割の要旨 

（1）分割の日程 

当社取締役会 平成 19 年 1 月 15 日（月曜日）  

「現メリト」分割計画承認取締役会 平成 19 年 1 月 11 日（木曜日）  

「現メリト」分割契約承認株主総会 平成 19 年 1 月 15 日（月曜日）  

「現メリト」本店移転登記日 平成 19 年 1 月 15 日（月曜日）  

「現メリト」分割登記日 平成 19 年 1 月 22 日（月曜日）（予定） 同日「新メリト」設立登記 

「現メリト」定款変更登記日 平成 19 年 4 月 1 日（日曜日）（予定）  
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（2）分割方式 

 本分割の方式は、「現メリト」が、「新メリト」を新設して人材事業を分社して行なう、分社型新設分割により行ない

ます。 

 

（3）株式の割当て 

 「新メリト」は、人材事業に関連して承継する権利義務に代えて、普通株式 ３００株を発行し、その全てを「現メリ

ト」に交付します。 

 

（4）新設会社が継承する権利義務 

 「新メリト」は、人材事業および事業に附帯関連する一切の権利義務を継承いたします。ただし、人材事業のうち 

一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業については、事業に必要な認可完了を待って承継いたします。 

 

（5）債務履行の見込み 

 本分割後に負担すべき債務の履行の確実性には、「現メリト」および｢新メリト｣ともに問題はないと判断しておりま

す。 

 

３．分割当事会社の概要 

（1） 商号 株式会社メリト 

（新設会社 新メリト） 

株式会社 メリト 

（存続会社 現メリト） 

（2） 主たる事業内容 人材事業 広告関連業（ＳＰＣ事業）等 

（3） 設立年月日 平成 19 年１月２２日（予定） 平成元年６月２２日 

（4） 本店所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目 1 番 3 号 大阪府大阪市北区梅田一丁目 1 番 3 号 

移転先  

大阪府大阪市浪速区幸町二丁目 7 番 3 号 

（5） 代  表  者 羽鳥 耕一 林 誠一郎 

（6） 資本金の額 ３０百万円  ２０２百万円 平成18 年12 月31 日現在

（7） 発行済株式総数 ３００株  ５，３３５株 平成18 年12 月31 日現在

（8） 純資産 ５２百万円  ８０百万円 平成 18 年 4 月 30 日現在

（9） 総資産 ８８百万円  ４５６百万円 平成 18 年 4 月 30 日現在

(10) 事業年度の末日 ４月 30 日  ４月 30 日  

(11) 従業員数 未定  ３７人 平成 18 年 4 月 30 日現在

(12) 主要取引先 東洋テック株式会社、亜細亜証券印刷株式

会社、株式会社高速オフセット他 

株式会社エルネット、株式会社朝栄社、株式会

社サイネックス他 

(13) 大株主及び持株比率 株式会社メリト 100.0% アクモス株式会社 100.0％

(14) 主要取引銀行 未定 りそな銀行 三井住友銀行 

(15) 当事会社の関係 資本関係  新メリトは現メリトの 100％子会社 

人的関係  当社の代表取締役社長 飯島秀幸が両社の取締役を兼任 

取引関係  業務移行期間における事務処理、管理業務等 

（最近 3 事業年度の業績） 

 アクモス株式会社 

（当社） 

株式会社メリト 

（現 メリト） 

決算年月 
平成 16 年 

6 月期 

平成 17 年 

6 月期 

平成 18 年 

6 月期 

平成 16 年 

12 月期 

平成 17 年 

12 月期 

平成 18 年 

4 月期 

売上高（百万円） １，４４６ ２，０６４ ３，４３８ ５３２ ８４１ ３７７

営業利益（百万円） ２９ ４２ １７７ １５ １８ ８

経常利益（百万円） ５３ ８０ １６０ ４ １５ ６

当期利益（百万円） ６ ３６ ９１ ３ △ １６５ ３

1 株当たり当期純利益（円） 526.48 493.47 853.52 16,575 △107,132 964.32

1 株当たり年間配当金（円） － － － － － －

1 株当たり純資産（円） 37,342.96 11,251.92 20,335.52 281,850 21,768 22,337.73

 (注) 1. アクモス株式会社については、連結の業績を記載しております。 

     2. 株式会社メリトは、全事業年度中に事業年度の末日を 12 月から４月に変更しており、平成 18 年 4 月期の業績は、4 ヶ月

  の業績を記載 しております。 
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４．分割する事業部門の概要 

（1）分割する部門の事業内容 

 関西、福岡ほかの地域で展開している経理・事務スタッフを中心とした専門スタッフの人材派遣事業などの

人材事業を分割いたします。 

 

（2）分割する部門の経営成績 

  人材事業（新メリト） 

(a) 

アクモス株式会社 

(b) 

比率 

( a/b ) 

 

売  上  高 １７４

百万円 

 ３，４３８

百万円 

 5.0

％

 

営 業 利 益 ３  １７７  1.6  

経 常 利 益 ３  １６０  1.8  

※ 1.株式会社メリトは、前事業年度中に事業年度の末日を変更しております。上記の人材事業の数値は、株式会社メリトの人材事業部門の

 ４ヶ月分の業績を記載しております。 

   2.当社の経営成績は、平成 18 年 6 月期の連結会計年度の連結経営成績を記載しておりますが、連結財務諸表の作成上株式会社メリト

 については、貸借対照表のみを連結処理の対象とたため、上記の当社の数値には、（ａ）の数値は含まれておりません。 

 

（3）分割する部門の資産及び負債（平成１８年１２月３１日現在） 

  人材事業（新メリト） 

流動資産（百万円） ７６  

固定資産（百万円） １２  

流動負債（百万円） ３６  

 

５．会計処理の概要 

本会社分割は、現メリトが新メリトの株式のみを受取対価とする事業分離で、新メリトは、現メリトの 100％子会社 

となることから、会計処理については、いわゆる共通支配下の取引にかかる会計処理に準じて行ないます。 

 

６．分割後の状況 

（1）現メリトについて 

 ①商号 

  上記１のとおり、平成 19 年 4 月 1 日付で株式会社エスピーシー（予定）に変更する予定あります。 

 ②本店所在地 

  平成 19 年 1 月 15 日付で、現在の所在地から大阪府大阪市浪速区幸町二丁目７番３号に変更する予定であ

ります。 

 ③定款 

  平成 19 年 4 月 1 日付で、定款の一部（商号及び目的）を変更する予定であります。 

 ④事業内容 

  平成 19 年 4 月 1 日以降は、人材事業から完全に撤退する予定であります。 

  

 なお、代表者、資本金の額、事業年度の末日については、変更の予定はありません。 

 

（2）当社の業績に与える影響 

 「新メリト」は、「現メリト」の 100％子会社となり、両社ともに当社の連結対象子会社となるため、当社グループの 

連結業績に与える影響はない見込みであります。 

 

 

以 上 

 

 


